
 

４報告資料

-22-



 
【余白】 

-23-



１ 国⺠健康保険料の減免について

今年度も昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響で、死亡⼜は重篤な傷病を
負った⽅や、事業収⼊等の減少が⾒込まれ⼀定の要件を満たす⽅について保険料の減免を実
施する。

〇減免対象保険料
令和3年度分の保険料であって、令和3年4⽉1⽇から令和4年3⽉31⽇までの間に納期限

がある保険料

〇減免額の計算
●死亡⼜は重篤な傷病を負った⽅ 全額

●事業収⼊等の減少が⾒込まれ⼀定の要件を満たす⽅
下記の【減免対象保険料額】×【減免割合】が減免額

令和元年度※ 令和２年度

減 免 決 定 件 数 １，４４０件 １，７６３件

減 免 金 額 ５４，６５３，００１円 ３２７，５６９，６６５円

  令和2年の合計所得金額
Ｃ：世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の
（減少が見込まれる事業収入等が２以上ある場合はその合計額）

【減免対象保険料額】＝Ａ×Ｂ／Ｃ

Ａ：世帯の被保険者全員について算定した保険料額
Ｂ：世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等
  に係る令和2年の所得額

10分の10

550万円以下の場合

1000万円以下の場合
750万円以下の場合

【減免割合】世帯の主たる生計維持者の

令和2年の合計所得金額で区分(※)

10分の8
10分の6

10分の2
10分の4

300万円以下の場合
400万円以下の場合

〇国の財政支援の額
保険料減免総額の１０分の４相当額 （参考︓令和２年度は１０分の１０）

〇昨年度減免実績

※令和２年２⽉分、３⽉分が該当

（１）新型コロナウイルス感染症における対応について
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２ 傷病⼿当⾦の支給について

〇概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、被用者が休みやすい環境を整備するた

め、新型コロナウイルス感染症に感染した⽅（発熱等の症状があり感染が疑われる場合を
含む）が、療養のため労務に服することができなくなった場合に傷病⼿当⾦を支給する。

〇対象者
給与等の支払いを受けている被保険者のうち新型コロナウイルス感染症に感染した⽅、

⼜は発熱等の症状があり感染が疑われる⽅。

〇支給対象となる⽇数
労務に服することができなくなった⽇から起算して３⽇を経過した⽇から労務に服する

ことができない期間のうち就労を予定していた⽇

〇支給額
１⽇当たりの支給額 [＝（直近の継続した３⽉間の給与収⼊の合計額÷就労⽇数）
×（２／３）] × 支給対象となる⽇数

〇適用期間
令和２年１⽉１⽇ 〜 令和２年９⽉30⽇

※ただし、⼊院が継続する場合等は最⻑１年６⽉まで。
延⻑１ 令和２年10⽉１⽇ 〜 令和２年12⽉31⽇
延⻑２ 令和３年１⽉１⽇ 〜 令和３年３⽉31⽇
延⻑３ 令和３年４⽉１⽇ 〜 令和３年６⽉30⽇
延⻑４ 令和３年７⽉１⽇ 〜 令和３年９⽉30⽇

〇支給決定実績

令和２年度 令和３年度（６⽉末時点）

決 定 件 数 ３件（３人） ５件（３人）

給 付 額 １４３,８７０円 ２７２,７３０円
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（２）資格証明書の交付運用の変更について 
 

１．資格証明書（以下「資格証」という。）とは 

保険料を一定期間以上滞納している世帯主に対して、被保険者証の代わりに交付される

証で、病院等で一旦 10 割負担しなければならない。滞納者との納付相談の機会を確保す

るために行うもの。 

 

２．資格証交付の検討の経緯 

〇令和２年度は新型コロナウイルス感染症の流行で、資格証の人でも風邪等の症状での

受診は３割負担とされた（コロナの感染拡大防止のため、国から通知あり）。 

〇コロナの影響で、窓口での納付相談ができないため、令和２年度は新規の資格証の交付

はしていない。 

〇コロナの感染拡大が収束しない状況であり、令和３年度の交付をどうするか検討。 

 

３．令和２年度の状況と検討内容 

〇令和２年度の交付件数は 613 件（令和元年度 1,150 件）で半減している。 

〇令和２年度の収納率は前年同期（３月末時点）と比べ 1.04％上昇。 

〇資格証は滞納者との納付相談の機会を確保するための手段の１つだが、資格証の交付

が減っても、令和２年度においては、料金課の収納対策によって収納率を上げることがで

きている。 

〇保険料を払っている人と払っていない人との公平性も考える必要がある。 

〇他の政令市の状況をみると、交付していない市や交付件数の減少を検討している市があ

る。 

〇令和３年度だけでなく、４年度以降の資格証の在り方についても検討する。 

 

４．検討結果（令和３年度の対応と交付基準の見直し） 

 

〇令和３年度はコロナの感染拡大防止を徹底するため、資格証を交付せず、短期証を交付

する。 

〇令和４年度以降については、公平性の観点から資格証の交付は、悪質と思われる（保険

料を払える能力があるのに払わない）場合のみ交付することとする。            

（特別な事情がある場合を除く。） 
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出典：令和3年2月18日　岡山県国民健康保険運営協議会資料

（３）岡山県国民健康保険運営方針に係る令和２年度の県内自治体における取組状況について
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出典：令和3年2月18日　岡山県国民健康保険運営協議会資料
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（４） オンライン資格確認等システムの本格運用の開始時期について　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　〇オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのＩＣチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで
　　　　 資格情報の確認ができること。

　　　〇令和３年３月４日より本格運用前のテストという位置付けでプレ運用を開始し、３月下旬からの本格運用が予定
　　　　 されていた。

　　　○しかしながら、システムの安定性確保やデータの正確性担保の観点から、プレ運用が継続されることとなった。　　　

　　　○本格運用については、遅くとも薬剤情報の閲覧開始が予定されている令和３年１０月までに開始となる予定。
　
　　　○令和３年３月下旬の開始を予定していた特定健診情報の閲覧についても延期となる。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 令和３年１０月までには閲覧できるようになる予定。 
　

出典：第142回社会保障審議会医療保険部会より抜粋
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